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最高5,000円の税額控除

平成21年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行なうと、所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます（平成19年分又は20年分の確定申告で本控除を受けた方は受けられません。）
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使い勝手の向上
平成20年度におけるシステム面の改善で
①「Java実行環境のインストール不要措置」
②「電子申告等開始届出のオンライン申請・即時発行」
③「確定申告書等作成コーナーから直接送信に係る使い勝手向上（シークレス化等による）」

④「代理送信における一括署名」
など、従来より格段に利用しやすくなりました。


ダイレクト納付
納税者が事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxによる電子申告の送信をする際に、ワンクリックで指定した預貯金口座から即時納付が完了する方法です。
①「電子申告時に簡易な操作で手続きが可能」
②「インターネットバンキングの契約や利用手数料が不要」
③「納税者に変わってダイレクト方式での納付手続きを行なうことが可能」
　　　　　など、今までの納付手続にはない利点があります。

添付書類を提出省略


所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます（確定申告期限から３年間、書類の提出又は提示を求められることがあります。）








